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オーストラリアの学部教育を中心とした 法学課程とその変容

（阪大法学）66（3・4-55）　511 〔2016.11〕

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
学
部
教
育
を
中
心
と
し
た

法
学
課
程
と
そ
の
変
容

─
─
社
会
の
変
化
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
の
法
学
教
育
を

　
　

ど
の
よ
う
に
変
え
つ
つ
あ
る
か
─
─

福　
　

井　
　

康　
　

太

加　
　

納　
　
　
　
　

香

ス
テ
イ
シ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ル

は
じ
め
に

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
法
曹
養
成
を
受
け
継
ぎ
、
維
持
す
る
形
で
、
学
部
教
育
を
ベ
ー
ス
に
し
た
法
曹
養

成
教
育
が
行
わ
れ
て
き
た
。
各
州
に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
法
曹
志
望
者
は
、
基
本
的
に
大
学
の
法
学
部
でLL.B

（
法
学
士
）
課
程
（
最
近
で
は
一
部
大
学
院
でJD

［
法
務
博
士
］
課
程
）
を
修
了
し
、
半
年
か
ら
一
年
の
実
務
修
習
を
受
け
、
州
最

高
裁
に
よ
る
認
証
（A

dm
ission

）
を
受
け
て
法
曹
資
格
（Solicitor

と
し
て
の
資
格
）
を
得
る
。
も
っ
と
も
、
従
来
な
が
ら
の
大
学

で
の
法
学
教
育
は
、
法
実
務
が
対
象
と
す
る
分
野
の
劇
的
な
多
様
化
と
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、

（
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現
在
進
行
形
で
大
き
な
改
革
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
本
稿
で
は
、
従
来
型
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
学
部
教
育
を
中
心
と
す
る
法
学
課
程
と

実
務
修
習
と
に
よ
る
法
曹
養
成
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
を
受
け
て
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
る
の
か
紹
介
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
改
革
の
わ
が
国
の
法
曹
養
成
教
育
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

本
稿
の
基
本
的
な
執
筆
は
福
井
が
行
っ
た
。
も
っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
養
成
制
度
改
革
は
現
在
進
行
形
で
進
ん
で
お
り
、

改
革
を
的
確
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
た
め
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
資
格
を
有
す
る
加
納
に
よ
る
補
筆
と
ス
テ
ィ
ー
ル
に
よ
る
監
修
が

不
可
欠
で
あ
っ
た
。
お
二
方
の
補
筆
・
監
修
の
お
か
げ
で
本
稿
の
実
用
的
価
値
は
大
い
に
高
ま
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、

心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

一　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
養
成
教
育
と
法
学
部
の
役
割

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
六
つ
の
州
と
二
つ
の
自
治
権
を
有
す
る
準
州
か
ら
成
る
連
邦
国
家
で
あ
る
。
各
州
お
よ
び
準
州
は
、
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
法
曹
制
度
を
有
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
法
曹
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
い
ず
れ
か
の
大
学
の
法
学
課
程
でLL.B

も

し
く
は
大
学
院
でJD

の
学
位
を
取
得
し
、
実
際
に
働
く
州
ま
た
は
準
州
で
実
務
修
習
を
受
け
、
認
証
を
受
け
て
法
曹
資
格
を
取
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
曹
資
格
を
得
る
た
め
の
要
件
は
州
・
準
州
ご
と
に
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
長
ら
く
連
邦
レ

ベ
ル
で
法
曹
資
格
取
得
要
件
を
均
一
化
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
各
州
・
準
州
の
法
曹
資
格
取
得
要
件

に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
筆
者
に
比
較
的
に
な
じ
み
の
あ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
大
学
法
学
部
に
お
け
る
法

学
課
程
と
そ
の
後
の
実
務
修
習
を
中
心
に
法
曹
養
成
教
育
に
つ
い
て
紹
介
す
る
が
、
基
本
的
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
法
学
課
程
お

よ
び
実
務
修
習
の
一
般
構
造
を
論
じ
て
い
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

（
2
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一
─
一　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
に
お
け
る
法
曹
資
格
取
得
要
件

　

二
〇
一
五
年
以
降
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
に
お
け
る
法
曹
資
格
取
得
の
要
件
は
、Legal Services Council

の
定
め
るLegal Pro-

fession U
niform

 A
dm

ission R
ules (V

ic) 2015

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
法
曹
資
格
を
得
る
た
め
に
、

以
下
に
述
べ
る
学
業
要
件
お
よ
び
実
務
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

一
─
一
─
一　

学
業
要
件

　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
で
は
、
認
定
を
受
け
た
八
つ
の
大
学
の
い
ず
れ
か
の
法
学
課
程
で
、Legal Profession U

niform
 A

dm
ission 

R
ules (V

ic) 2015

の
指
定
す
る
必
修
一
一
科
目
の
単
位
を
取
得
し
た
上
で
、LL.B

も
し
く
はJD

の
学
位
を
取
得
す
る
こ
と
が
、
法

曹
資
格
取
得
の
た
め
の
学
業
要
件
で
あ
る
。
必
修
一
一
科
目
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

刑
法
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法

　
　
　

不
法
行
為
法

　
　
　

契
約
法

　
　
　

物
権
法
（
動
産
お
よ
び
不
動
産
）（
ト
ー
レ
ン
ス
式
権
原
登
記
制
度
を
含
む
）

　
　
　

エ
ク
イ
テ
ィ
（
信
託
を
含
む
）

　
　
　

行
政
法

　
　
　

連
邦
お
よ
び
州
の
憲
法

（
5
）
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民
事
訴
訟
法

　
　
　

証
拠
法

　
　
　

法
曹
倫
理
・
職
業
的
責
任
（
基
本
的
な
信
託
勘
定
に
関
す
る
責
任
を
含
む
）

　
　
　

会
社
法

　

一
見
し
て
分
か
る
と
お
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
本
的
な
考
え
方
や
理
論
、
訴
訟
手
続
に
関
す
る
科
目
の
ほ
か
実
務
に
直
結
す
る
科

目
、
法
曹
倫
理
に
関
わ
る
科
目
が
必
修
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
科
目
に
は
先
端
法
科
目
や
法
理
学
や
法
制
史
な
ど
の
基
礎
法
学
科

目
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
筆
者
の
知
る
限
り
、
授
業
の
や
り
方
は
教
員
ご
と
に
異
な
っ
て
お
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
メ
ソ
ッ
ド
で
授

業
を
進
め
る
者
も
い
れ
ば
、
講
義
方
式
で
授
業
を
進
め
る
者
も
い
る
。
各
科
目
と
も
多
く
の
課
題
が
出
さ
れ
、
大
量
に
文
章
を
書
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

一
─
一
─
二　

実
務
要
件

　

Legal Profession U
niform

 A
dm

ission R
ules (V

IC) 2015

下
で
求
め
ら
れ
る
実
務
要
件
は
、Practical Legal T

raining

（
以
下
「PLT

」
と
す
る
）
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。PLT
は
、Supervised Legal T

raining

（
以
下
「SLT

」
と
す
る
）、
も
し

く
はPractical Legal T

raining Course

（
以
下
「PLT

コ
ー
ス
」
と
す
る
）
の
ど
ち
ら
か
を
受
け
る
こ
と
で
満
た
さ
れ
る
。

　

従
来
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
学
業
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、A

rticles of Clerkship

と
呼
ば
れ
る
実
務
修
習
を
一
年
か
ら
二

年
受
け
る
こ
と
で
法
曹
資
格
を
取
得
し
て
い
た
。
こ
の
制
度
は
、
法
律
事
務
所
で
指
導
資
格
の
あ
る
弁
護
士
の
指
導
の
下
に
実
務
経
験

を
積
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
事
務
所
に
よ
っ
て
受
入
条
件
が
区
々
で
あ
る
こ
と
、
学
生
数
の
急
増
に
指
導
資
格
の
あ
る

（
11
）
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弁
護
士
が
足
り
な
く
な
っ
た
こ
と
、
多
く
の
事
務
所
に
と
っ
てA

rticled Clerk

を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
負
担
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

大
学
や
認
定
団
体
が
実
施
す
るPLT

コ
ー
ス
が
し
だ
い
に
普
及
し
、A

rticles of Clerkship

と
い
う
呼
称
も
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ

ェ
ー
ル
ズ
州
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
で
は
、
よ
り
一
般
的
なSLT

に
改
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
で
は
、

な
お
公
式
にA

rticles of Clerkship

の
呼
称
が
残
っ
て
い
る
。SLT

と
は
、
定
め
ら
れ
た
期
間
、
指
導
資
格
を
有
す
る
経
験
豊
か
な

指
導
弁
護
士
の
監
督
下
で
（
た
い
て
い
は
法
律
事
務
所
だ
が
、
指
導
弁
護
士
さ
え
い
れ
ば
官
公
庁
や
企
業
法
務
部
で
行
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る
）
働
く
こ
と
で
あ
る
。SLT

は
そ
れ
自
体
雇
用
で
あ
り
、
事
務
所
で
給
与
を
得
て
働
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
入
枠

は
事
務
所
等
の
雇
用
需
要
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。PLT

コ
ー
ス
の
普
及
に
よ
り
、SLT

に
よ
る
実
務
修
習
は
急
速
に
少
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
事
務
所
に
よ
っ
て
は
、
法
学
課
程
修
了
者
を
雇
用
し
、PLT

コ
ー
ス
を
事
務
所
負
担
で
受
講
さ
せ
な

が
ら
同
時
に
経
験
を
積
ま
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

PLT

コ
ー
ス
と
は
、
法
律
関
連
分
野
で
一
定
期
間
の
職
業
体
験
を
積
む
こ
と
を
含
む
、
実
務
教
育
の
コ
ー
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
大

学
の
他
、
認
定
団
体
が
実
施
す
る
も
の
が
あ
り
、
後
者
が
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
。PLT

コ
ー
ス
の
教
育
内
容
は
規
則
で
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
実
施
方
法
はPLT

コ
ー
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
に
は
三
つ
のPLT

コ
ー

ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。
一
般
的
に
、PLT

コ
ー
ス
に
は
、
半
年
間
の
全

日
制
コ
ー
ス
に
相
当
す
る
教
育
と
、
法
律
事
務
所
で
の
一
定
期
間
の
実
務
経
験
が
含
ま
れ
る
。

　

法
曹
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
学
業
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、SLT
も
し
く
はPLT

コ
ー
ス
を
修
了
し
た
の
ち
、
働
き
た
い
と
思

う
州
も
し
く
は
準
州
の
最
高
裁
判
所
で
認
証
を
受
け
る
。
資
格
お
よ
び
性
格
適
正
な
ど
の
審
査
を
受
け
た
う
え
で
、
法
曹
倫
理
に
関
わ

る
宣
誓
な
ど
を
し
て
、
法
曹
と
し
て
認
証
を
受
け
る
。
一
つ
の
州
で
認
証
を
受
け
た
後
、
ほ
か
の
州
で
法
曹
と
し
て
業
務
を
行
う
こ
と

を
希
望
す
る
場
合
、
再
度
そ
の
州
で
認
証
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
法
曹
と
し
て
業
務
を
行
う
予
定
の
あ
る
州
か
ら
、
営
業
免

（
12
）

（
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）

（
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）

（
15
）



（阪大法学）66（3・4-60）　516 〔2016.11〕

許
状
（Practicing Certificate

）
の
発
行
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
─
一
─
三　

一
般
法
曹
資
格
に
加
え
て
さ
ら
に
法
廷
弁
護
士
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
要
件

　

法
廷
弁
護
士
（Barrister

）
の
資
格
取
得
制
度
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
と
、
法
廷
弁
護
士
に
な
る
た
め
に
は
、
通
常
、

以
上
で
説
明
し
た
要
件
を
満
た
し
て
一
般
法
曹
（Solicitor

）
資
格
を
取
得
し
て
か
ら
、
法
廷
弁
護
士
試
験
（Bar Entrance 

Exam

）
を
受
け
、
さ
ら
に
要
件
を
満
た
す
た
め
の
課
程
を
さ
ら
に
修
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
法
廷
弁
護
士
資
格
に
も
実
務
要
件

と
学
業
要
件
が
あ
り
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
、
八
週
間
のReadersʼ Course

を
受
講
し
、
法
廷
弁
護
士
と
し
て
一
〇
年
以
上

経
験
の
あ
る
弁
護
士
の
も
と
で
、 Reader

と
呼
ば
れ
る
九
ヶ
月
間
（
州
に
よ
り
期
間
は
多
少
異
な
る
）
の
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

一
─
一
─
四　

法
曹
認
証
を
受
け
た
州
以
外
で
就
業
す
る
際
の
要
件

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
で
法
曹
認
証
を
一
度
受
け
た
場
合
、
他
州
で
新
た
に
法
曹
認
証
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。
基
本
的
に
、
就
業
す

る
予
定
で
あ
る
州
か
ら
営
業
免
許
状
を
得
る
こ
と
で
、
就
業
可
能
と
な
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
で
法
曹
認
証
を
受
け
、
あ
る
州
か
ら
営
業
免
許
状
を
既
に
得
て
い
る
場
合
、
他
州
で
法
曹
と
し
て
一
時
的
に
就

業
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
営
業
免
許
状
を
得
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
就
業
す
る
州
へ
の
通
知
が
必
要
な
場
合
が
い
く
つ
か

あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
州
に
よ
っ
て
多
少
違
い
が
あ
る
。
通
知
が
必
要
と
な
る
場
合
の
例
と
し
て
は
、
信
託
金
を
扱
う
こ
と
が
あ
る
場

合
、
営
業
事
務
所
に
そ
の
州
の
営
業
免
許
状
を
持
っ
た
弁
護
士
が
い
な
い
場
合
、
営
業
事
務
所
の
代
表
者
が
そ
の
州
の
営
業
免
許
状
を

持
っ
て
い
な
い
場
合
、
新
し
く
そ
の
州
に
事
務
所
を
設
立
す
る
場
合
な
ど
が
あ
る
。

（
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営
業
免
許
状
の
発
行
さ
れ
た
州
以
外
の
州
で
主
に
就
業
す
る
事
に
な
る
場
合
は
、
所
有
の
営
業
免
許
状
を
放
棄
し
、
新
し
く
移
動
先

の
州
か
ら
営
業
免
許
状
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
─
一
─
五　

外
国
法
曹
資
格
を
も
と
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
て
法
曹
認
証
を
受
け
る
際
の
要
件

　

海
外
で
法
曹
資
格
を
す
で
に
有
し
て
い
る
外
国
法
曹
も
ま
た
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
法
曹
と
し
て
の
認

証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
法
曹
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
で
法
曹
認
証
を
受
け
る
た
め
に
は
、
一
般
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

三
年
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
大
学
法
学
課
程
に
相
当
す
る
法
学
課
程
を
原
資
格
国
で
修
了
す
る
こ
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
養
成

学
業
要
件
の
必
修
科
目
に
相
当
す
る
科
目
の
単
位
を
取
得
す
る
こ
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
に
求
め
ら
れ
る
法
的
ス
キ
ル
と
各
法

分
野
で
の
実
務
能
力
を
獲
得
し
、
そ
の
能
力
を
証
明
す
る
こ
と
、
一
定
の
語
学
能
力
（IELT

S

の
ス
コ
ア
で
最
低
で
も
書
き
取
り

八
・
〇
以
上
、
会
話
七
・
五
五
以
上
、
読
解
と
聞
き
取
り
七
・
〇
以
上
）
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
外
国
法
曹

が
原
資
格
国
で
こ
れ
ら
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
各
州
の
資
格
認
証
委
員
会
（A

dm
ission Board

）
に
原
資
格

国
の
大
学
法
学
課
程
の
修
了
証
、
資
格
証
明
書
、
成
績
資
料
等
を
州
の
資
格
認
証
委
員
会
に
提
出
し
て
審
査
を
申
請
す
れ
ば
、
そ
の
ま

ま
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
英
国
や
カ
ナ
ダ
な
ど
英
連
邦
諸
国
の
一
部
以
外
で
は
、
そ
の
ま
ま
法
曹
資
格
の
認

証
を
受
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
認
証
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
の
大
学
の
法
学
課
程
で
す

べ
て
の
必
修
科
目
を
受
講
し
、
ま
た
実
務
修
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
各
州
の
資
格
認
証
委
員
会
は
、
認
証
申
請

者
の
原
資
格
国
の
経
験
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
実
務
経
験
に
照
ら
し
て
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
受
講
科
目
の
い
く
つ

か
、
お
よ
び
実
務
修
習
に
つ
い
て
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
法
曹
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
の
法
曹
資
格
を
取

得
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
原
資
格
国
の
大
学
法
学
課
程
の
修
了
証
、
資
格
証
明
書
、
成
績
資
料
等
を
州
の
資
格
認
証
委
員
会
に
提

（
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出
し
て
審
査
を
申
請
し
、
必
修
科
目
受
講
の
免
除
と
実
務
修
習
の
免
除
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
科
目
等
免
除
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
例

え
ば
、
申
請
者
が
米
国
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
法
曹
資
格
を
も
ち
、
す
で
に
数
年
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
法
曹
資
格
必
修
科
目
に
対
応
し
な
い
科
目
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
法
学
課
程
で
受
講
し
、
あ
わ
せ
て
い
く
つ
か
の
法
分

野
で
の
実
務
修
習
を
受
け
る
だ
け
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
の
各
州
で
法
曹
資
格
の
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
国
や
カ
ナ
ダ

な
ど
の
英
連
邦
諸
国
で
原
法
曹
資
格
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
必
修
科
目
の
ほ
と
ん
ど
が
対
応
し
て
お
り
、
ま
た
獲
得

す
べ
き
実
務
経
験
も
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
容
易
に
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
よ
う
に
大

陸
法
諸
国
で
原
法
曹
資
格
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、
免
除
を
受
け
る
こ
と
は
よ
り
困
難
で
あ
る
が
、
若
干
の
負
担
軽
減
を
得
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
曹
に
つ
い
て
は
、
連
邦
の
特
別
法
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
の
法
曹
が
他
州
の
認
証

を
受
け
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
条
件
で
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
証
の
要
件
は
各
州
の
資
格
認
証
委
員
会
が
具
体
的
に
決
め
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
概
要
は
全
豪
法
曹
協
会
（Law

 Council of A
ustralia

）
の
法
曹
認
証
諮
問
委
員
会
（Law

 A
dm

issions 

Consultative Com
m

ittee

）
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
各
州
の
認
証
要
件
は
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
。

一
─
二　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
養
成
に
お
け
る
法
学
部
の
役
割

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
法
学
課
程
は
基
本
的
に
法
曹
養
成
に
向
け
て
作
ら
れ
て
お
り
、
学
部
のLL.B

課
程
も
し
く
は
大
学
院
の

JD

課
程
に
お
け
る
法
学
教
育
は
、
法
曹
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
学
業
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
法

曹
資
格
の
学
業
要
件
で
あ
る
必
修
一
一
科
目
は
実
務
に
直
結
す
る
基
本
的
で
最
重
要
の
科
目
で
あ
る
。
大
半
の
大
学
で
、
法
学
課
程
の

中
心
は
学
部
に
置
か
れ
て
お
り
、LL.B

が
法
曹
に
な
る
た
め
の
学
業
条
件
と
ほ
ぼ
同
視
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
学
部
は
い

ま
な
お
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
養
成
の
学
業
上
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
が
、
近
年
で
は
大
学

（
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院
レ
ベ
ル
のJD

課
程
を
導
入
す
る
大
学
も
増
え
、
法
曹
認
証
を
希
望
す
る
す
で
に
学
士
号
を
取
得
し
て
い
る
学
生
、
特
に
社
会
人
学

生
の
法
学
教
育
の
選
択
幅
を
広
げ
て
い
る
。

　

基
本
的
に
、
学
業
要
件
と
実
務
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
り
法
曹
認
証
を
受
け
ら
れ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
法
学
課
程
に
属
す

る
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
、
法
曹
資
格
を
得
る
こ
と
は
直
近
の
現
実
的
な
目
標
で
あ
る
。
必
ず
し
も
法
曹
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
を
人

生
の
目
標
と
し
な
い
場
合
、
例
え
ば
そ
の
学
生
が
将
来
起
業
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
場
合
で
も
、
法
学
課
程
に
在
籍
す
る
か
ら
に
は

ま
ず
法
曹
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
の
法
学
課
程
が
も
っ
ぱ
ら
法
曹
養
成
に

向
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
一
応
は
学
生
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
他
方
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
わ
ら
ず
、
少
な
く
な
い
数
の
法
学
課
程
修
了
生
が
典
型
的
な
法
曹
と
は
異
な
る
キ
ャ
リ
ア

に
進
ん
で
い
る
。
二
〇
一
三
年
の
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
のLL.B

課
程
お
よ
びJD

課
程
修
了
者
数
は
二
五
五
五
名
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
の
修
了
生
が
受
け
た
と
思
わ
れ
る
二
〇
一
四
年
の
新
規
認
証
の
人
数
は
二
二
三
一
名
で
あ
り
、
こ
れ
は
修
了
生
数
の
八

七
・
三
％
に
し
か
な
ら
な
い
。
実
務
修
習
に
は
特
に
関
門
と
な
る
試
験
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
離
脱
者
の
ほ
と
ん
ど
は
自
発
的

に
離
脱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
人
数
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
な
ど
他
州
に
移
っ
て
新
規
認
証
を
受
け
た
者
は
含

ま
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
逆
に
、
他
州
の
大
学
の
法
学
課
程
を
修
了
し
て
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
新
規
認
証
を
受
け
た
者
も
含

ま
れ
て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
法
曹
認
証
を
得
て
も
、
政
府
や
企
業
の
組
織
内
弁
護
士
に
な
る
者
も
多
い
。
他
に
も
、

長
い
学
生
生
活
を
送
っ
た
後
、PLT

コ
ー
ス
受
講
を
一
年
遅
ら
せ
海
外
に
出
た
り
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。
二
〇
一
三
年
に
ニ
ュ
ー

サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
法
曹
認
証
を
得
た
二
七
六
三
名
の
う
ち
二
三
〇
七
名
（
八
三
％
）
が
法
律
事
務
所
に
就
職
し
て
い
る
が
、
一

九
七
名
（
七
・
一
％
）
は
政
府
機
関
に
就
職
し
、
二
五
九
名
（
九
・
四
％
）
は
民
間
企
業
に
就
職
し
て
い
る
。Governm

ent Law
-

yer

やCorporate In-house Law
yer

は
、
日
本
と
は
異
な
り
、
比
較
的
に
一
般
的
な
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
で
あ
る
。

（
23
）

（
24
）

（
25
）



（阪大法学）66（3・4-64）　520 〔2016.11〕

　

ま
た
、
法
曹
に
な
れ
ば
昔
な
が
ら
の
法
実
務
を
行
う
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
多
く
の
一
般
法
曹
が
、
個
人
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
を
対
象
に
、
従
来
型
の
民
事
訴
訟
、
債
権
回
収
、
契
約
書
作
成
・
審
査
、
倒
産
、
不
動
産
取
引
、
雇
用
・
労
働
、
離
婚
、
信

託
、
遺
言
・
相
続
、
刑
事
弁
護
（
私
選
弁
護
）
な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
生
計
を
立
て
る
一
方
、
大
手
事
務
所
に
所
属
す
る
法
曹
に
は
、

会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
投
資
・
証
券
、
不
動
産
の
流
動
化
、
Ｍ
＆
Ａ
、
企
業
再
生
、
知
的
財
産
経
営
、
環
境
法
対
応
、

独
禁
法
対
応
、
企
業
危
機
管
理
、
消
費
者
対
策
、
中
小
企
業
法
務
、
税
務
、
運
送
法
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
、
医
事
法
な
ど
の
分
野
で
、

専
門
特
化
し
た
業
務
を
行
う
者
も
増
え
て
い
る
。
従
来
型
の
業
務
で
あ
っ
て
も
、
労
働
法
分
野
、
家
族
法
分
野
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

よ
っ
て
業
務
内
容
が
様
変
わ
り
し
た
分
野
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
大
学
の
法
学
課
程
で
提
供
さ
れ
る
必
修
一
一
科
目
と
そ
の
関
連
科
目

を
こ
な
し
て
い
れ
ば
、
法
曹
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
法
曹
認
証
後
も
更
に
必
修
科
目
と
そ
の
関
連
科
目
で
カ

バ
ー
さ
れ
る
以
外
の
分
野
の
勉
強
や
、
常
に
変
化
に
沿
っ
て
最
新
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
の
法
学
部
で
も
、
法
曹
養
成
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
と
は
い
え
、
必
修
一
一
科
目
と

そ
の
関
連
科
目
と
い
う
狭
い
意
味
で
の
法
学
基
礎
科
目
を
丁
寧
に
教
え
て
お
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
多
様
化
し
た
先
端

分
野
に
関
わ
る
科
目
や
経
営
学
や
経
済
学
、
税
務
会
計
学
、
環
境
科
学
や
医
学
に
ま
で
及
ぶ
隣
接
科
目
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
は
や
、
必
修
一
一
科
目
と
そ
の
関
連
科
目
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
、
法
学
課
程
に
所
属
す
る
学
生
の

ニ
ー
ズ
に
十
分
に
応
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

二　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
の
課
題
と
改
革

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
日
本
と
比
べ
人
口
の
割
に
法
曹
人
口
が
多
い
こ
と
か
ら
、
法
曹
間
で
の
競
争
は
熾
烈
で
あ
り
、
新
し
い
分
野
に

進
も
う
と
す
る
学
生
は
多
い
。
こ
の
傾
向
は
法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
に
よ
っ
て
強
ま
る
一
方
で
あ
る
。
ま
た
、
大
学
に
お
け

（
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る
法
学
教
育
は
、
大
学
全
体
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
変
化
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
は
、

社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
べ
く
法
学
教
育
に
つ
い
て
様
々
な
取
り
組
み
を
行
い
、
さ
ら
に
新
た
な
改
革
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。

　

本
節
で
は
、
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
、
そ
し
て
、
法
学
課
程
の
学
生
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
法
曹
へ
の
役

割
期
待
の
変
化
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
改
革
の
方

向
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二
─
一　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
の
課
題

　

二
─
一
─
一　

大
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化

　

日
本
と
同
様
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
、
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
ま
ず
、
海
外
か
ら
多
く
の
留
学
生

が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
来
て
学
ぶ
こ
と
か
ら
、
特
定
の
文
化
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
前
提
と
し
た
教
育
を
行
う
こ
と
が
困
難
に
な
る

な
ど
、
教
育
上
の
難
易
度
が
高
ま
っ
て
い
る
。
国
策
と
し
て
文
化
多
元
主
義
を
採
用
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
だ
が
、
留
学
生
の
受
入
に

対
応
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ま
す
ま
す
多
く
の
留
学
生
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学

で
学
ぶ
に
至
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
様
相
は
か
な
り
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
比
較
的
に

高
額
の
授
業
料
を
払
っ
て
く
れ
る
留
学
生
、
特
に
ア
ジ
ア
系
の
留
学
生
の
受
入
に
は
大
学
も
熱
心
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
キ
ャ

ン
パ
ス
で
は
ど
こ
で
も
ア
ジ
ア
系
の
留
学
生
を
数
多
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、

JD

課
程
お
よ
び
修
士
・
博
士
課
程
合
計
で
、
現
在
二
三
八
〇
人
の
学
生
が
受
講
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
留
学
生
の
数
は
二
一
五
人

と
、
ほ
ぼ
一
〇
％
を
占
め
て
い
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
英
語
圏
に
属
す
る
の
で
、
大
学
の
研
究
教
育
の
成
果
は
直
接
グ
ロ
ー
バ
ル
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず

（
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れ
の
大
学
もT

im
es H

igher Education Rankings

やQ
S W

orld U
niversity Rankings

な
ど
に
よ
る
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
に
高

い
関
心
を
示
し
て
い
る
。

　

日
本
と
同
様
、
大
学
に
ビ
ジ
ネ
ス
ニ
ー
ズ
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
る
経
済
界
の
熱
い
視
線
も
あ
る
。
新
し
い
資
源
開
発
や
素
材

開
発
、
コ
ス
ト
低
減
に
繋
が
る
環
境
開
発
、
革
新
的
科
学
技
術
に
関
わ
る
ビ
ジ
ネ
ス
ニ
ー
ズ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
大
き
い
。
そ
し

て
、
法
学
に
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
枠
組
み
づ
く
り
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
先
端
分
野
で
は
、
複
数
領
域

間
で
の
学
術
的
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
大
学
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
要
請
に
応
え
、
社
会
に
対
し
て
存
在
意
義

を
ア
ピ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
も
戦
略
的
プ
ラ
ン
を
設
け
、
重
点
分
野
に
集
中
的
に
資
金
を
投
下
し
、

戦
略
的
に
研
究
開
発
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
以
上
の
傾
向
は
、
当
然
、
法
学
教
育
に
も
影
響
し
て
く
る
。

　

二
─
一
─
二　

法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化

　

法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
も
ま
た
、
法
学
教
育
に
対
す
る
改
革
圧
力
と
な
り
は
じ
め
て
い
る
。
法
曹
養
成
課
程
の
必
修
一
一

科
目
を
見
れ
ば
分
か
る
と
お
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
も
訴
訟
手
続
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
。
日
本
に
比
べ
れ
ば
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
は
訴
訟
大
国
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
法
曹
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
低
く
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
英
国
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
、

法
廷
で
訴
訟
を
担
当
す
る
の
は
法
廷
弁
護
士
（Barrister

）
で
あ
り
、
一
般
法
曹
（Solicitor

）
は
元
々
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
予
防
法

務
志
向
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
従
来
は
、
法
曹
に
期
待
さ
れ
て
き
た
の
は
、
訴
訟
対
応
な
い
し
紛
争
へ
の
対
処
が
主
で
あ
っ

て
、
様
々
な
法
的
リ
ス
ク
を
事
前
に
防
止
す
る
こ
と
や
、
法
制
度
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
有
利
に
、
戦
略
的
に
用
い
る
こ
と
の
ア
ド
バ
イ

ス
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
社
会
の
法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
は
一
九
八
〇
年
代
頃
を
境
と
し
て
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
日
本
と
は
若
干
事
情
を
異
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に
す
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
頃
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
消
費
者
訴
訟
、
製
造
物
責
任
訴
訟
、
環
境
訴
訟
は
企
業
の
紛
争
リ
ス
ク
回
避
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
国
際
的
競
争
規
制
の
強
化
の
あ
お
り
を
受
け
て
、
投
資
先
や
提
携
先
の
競
争
法
に
関

す
る
予
防
法
務
、
戦
略
法
務
の
ニ
ー
ズ
が
大
き
く
な
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
投
資
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
ス
キ
ー
ム
構
築
な
ど
を
行
う
法
務
と
財
務
の
両
方
に
通
じ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
取
引
活
動
の
な
か
で
避
け
ら
れ
な
い
企
業
危
機
管
理
な
ど
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

紛
争
解
決
も
仲
裁
や
調
停
、
交
渉
な
ど
、
裁
判
に
よ
ら
な
い
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
が
増
え
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
手

法
律
事
務
所
と
企
業
法
務
部
を
中
心
に
、
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
投
資
・
証
券
、
不
動
産
の
流
動
化
、
Ｍ
＆
Ａ
、
企

業
再
生
、
知
的
財
産
経
営
、
環
境
法
対
応
、
独
禁
法
対
応
、
企
業
危
機
管
理
、
消
費
者
対
策
、
中
小
企
業
法
務
、
税
務
、
運
送
法
、
資

源
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
な
ど
を
専
門
に
す
る
法
曹
が
多
数
出
現
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
─
一
─
三　

法
学
教
育
の
課
題

　

以
上
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
の
課
題
は
、
法
曹
に
求
め
ら
れ
る
、
必
修
一
一
科
目
と
そ
の
関
連
科
目
を
中
心
と
す
る

法
学
基
礎
教
育
を
大
き
く
改
編
す
る
形
で
、
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
対
応
し
、
か
つ
、
法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
に

も
応
え
て
い
く
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
学
生
の
多
様
化
に
対
し
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
法
務
を
志
向
す
る
科
目
を
増
や
し
、
多
様
な
学
生
の
ニ
ー
ズ
、

と
り
わ
け
留
学
生
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
は
、
選
択
科
目
と
し
て
、Global 

Law
yer

、Cross-Border Litigation

、D
eals in A

sia Pacific

、Econom
ic and Business Law

 in A
sia

、W
orld T

rade 

O
rganisation Law

、European Civil Law

等
の
科
目
を
提
供
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
適
応
し
た
選
択
範
囲
を
広
げ
て
い
る
。
こ

（
37
）

（
38
）



（阪大法学）66（3・4-68）　524 〔2016.11〕

の
よ
う
な
科
目
を
設
け
、
必
修
一
一
科
目
と
体
系
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
留
学
生
で
は
な
い
地
元
出
身
学
生
に
も
変
化
を
も
た

ら
す
。
地
元
出
身
学
生
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
、
ま
た
文
化
的
に
多
元
化
し
た
地
域
社
会
の
法

的
問
題
に
対
応
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
研
究
教
育
評
価
と
戦
略
的
な
研
究
開
発
と
の
融
合
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
は
、
経
済
界
の
視
点
を
重
視
し
た
学
際
的
先
端

科
目
を
設
け
て
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
法
学
課
程
の
低
学
年
次
で
は
必
修
一
一
科
目
と
そ
の
関
連
科
目
を
中
心
と
し
た
法
学

基
礎
教
育
に
力
を
入
れ
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
高
学
年
に
な
る
と
学
生
の
関
心
も
分
か
れ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
知

的
財
産
法
や
国
際
環
境
法
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
、
医
事
法
な
ど
先
端
的
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
科
目
群
を
用
意
す
る
。
さ
ら
に
、
学
際
的

課
題
に
対
応
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
、
他
分
野
の
専
門
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
学
生
を
少
し
で
も
多
く
法
曹
養
成
に

取
り
込
む
工
夫
を
施
す
こ
と
も
、
重
要
な
課
題
と
な
る
。

　

法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
こ
の
変
化
が
実
務
と
密
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や

リ
ー
ガ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
の
実
習
科
目
の
充
実
化
と
い
っ
た
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
課
程
の
学
生
は
、
そ
れ

が
就
職
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
法
律
事
務
所
や
企
業
、
政
府
機
関
、
国
際
機
関
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
な
ど
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
熱
心
に
参
加
す
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
先
の
開
拓
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
が
、
い
ま
や
そ
れ
も

不
可
避
の
コ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
生
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
参
加
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
与
え
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
単
位
化
の
た
め
の
取
り
組
み
も
行
わ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
先
で
の
学
生
の
活
動
は

様
々
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
を
評
価
す
る
現
場
の
指
導
者
の
評
価
基
準
も
多
様
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
の
評
価
基
準
を
ど
の
よ
う
に
す

る
か
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
科
目
と
し
て
単
位
評
価
を
す
る
た
め
に
、

論
文
提
出
を
義
務
付
け
て
い
る
。
実
習
科
目
の
充
実
化
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
大
学
が
大
学
附
設
の
リ
ー
ガ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
設
け
、
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そ
れ
を
科
目
教
育
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
い
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
や
交
渉
、
模
擬
裁
判
な
ど
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
そ
の

単
位
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
学
生
は
他
の
学
生
、
他
大
学
の
学
生
と
の
競
争
と
い
う
環
境
の
も
と
で
課
題
に
取
り
組
み
、
そ
こ
で
の
評

価
が
就
職
活
動
で
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
へ
の
参
加
率
は
高
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
の
現
在
の
課
題
で
あ
り
、
す
で
に
科
目
構
成
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計
の
レ
ベ
ル

で
の
対
応
は
か
な
り
進
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
法
曹
へ
の
役
割
期
待

も
さ
ら
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
法
学
教
育
に
も
、
さ
ら
な
る
変
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法

学
教
育
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

二
─
二　

改
革
の
行
方

　

二
─
二
─
一　

複
数
専
攻
の
推
奨

　

多
様
な
専
門
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
学
生
を
法
学
課
程
に
取
り
込
む
た
め
に
比
較
的
に
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
の
は
複
数

専
攻
（D

ouble D
egree

）
の
推
奨
で
あ
る
。
複
数
専
攻
は
、
同
じ
大
学
の
二
つ
の
専
門
課
程
に
同
時
に
登
録
し
、
二
つ
の
学
位
を
と

る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
学
と
法
学
、
経
済
学
と
法
学
、
自
然
科
学
と
法
学
な
ど
、
学
生
の
関
心
に
合
わ
せ
て
複
数
の
専
門
課
程
に
登

録
す
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
。
複
数
専
攻
制
度
は
比
較
的
に
古
く
か
ら
あ
る
が
、
こ
れ
を
導
入
す
る
大
学
は
一
九
八
〇
年
代
後

半
か
ら
増
え
始
め
、
現
在
で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ほ
と
ん
ど
の
大
学
で
一
般
化
し
て
い
る
。
単
一
の
専
門
課
程
は
修
了
に
通
常
四
年

か
か
る
が
、
複
数
専
攻
を
選
択
す
る
と
、
修
了
に
さ
ら
に
一
年
間
か
ら
二
年
間
追
加
と
な
る
。
法
学
部
と
の
複
数
専
攻
は
、
基
本
的
に

修
了
に
最
短
五
年
間
か
か
る
が
、
意
欲
的
な
学
生
が
複
数
専
攻
の
登
録
を
す
る
の
は
一
般
的
で
あ
る
。

　

複
数
専
攻
の
学
生
が
増
え
る
こ
と
で
、
法
学
課
程
に
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
多
文
化
・
多
言
語
に
対
応
す
る

（
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）
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能
力
の
あ
る
学
生
、
科
学
分
野
に
通
じ
た
学
生
、
政
策
科
学
や
経
営
学
に
通
じ
た
学
生
を
法
学
課
程
に
取
り
込
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や

科
学
技
術
化
に
対
応
で
き
る
、
ま
た
法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
に
も
適
応
で
き
る
、
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
法
曹
の
養
成
が
可
能
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
大
学
の
法
学
課
程
で
も
、
今
後
は
ま
す
ま
す
多
く
の
複
数
専
攻
の
学
生
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

　

二
─
二
─
二　

JD
課
程
の
導
入

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、JD

（
法
務
博
士
）
課
程
を
導
入
す
る
大
学
が
増
え
て
い
る
。JD

課
程
は
、
複
数
専
攻
と
異
な
り
、
既
に

学
士
号
を
取
得
し
て
い
る
学
生
を
大
学
院
に
受
け
入
れ
、
法
曹
養
成
を
行
う
課
程
で
あ
る
。
学
生
は
、
そ
れ
ぞ
れ
経
済
学
、
人
文
科
学
、

自
然
科
学
、
日
本
語
学
な
ど
で
学
士
号
を
取
得
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
精
通
し
た
、
高
度
な
専
門
性
に
対
応
す
る
こ
と

の
で
き
る
法
曹
の
養
成
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
学
部
生
と
違
い
、
す
で
に
学
士
を
取
得
し
て

い
る
学
生
、
特
に
一
度
社
会
人
経
験
を
し
て
い
る
学
生
の
多
く
は
、
法
曹
認
証
後
の
専
門
分
野
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た

め
、
希
望
に
応
じ
た
選
択
科
目
に
重
点
を
置
い
て
受
講
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

二
─
二
─
三　

学
際
型
法
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
登
場

　

学
際
型
法
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
ま
た
、
法
学
に
対
す
る
社
会
的
ニ
ー
ズ
、
特
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
枠
組
と
し
て
の
法
学
へ

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
実
際
に
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
増
え
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
医
事
法
な
ど
の
領
域

で
は
、
そ
も
そ
も
医
学
と
法
学
の
両
方
に
つ
い
て
十
分
な
リ
テ
ラ
シ
ー
を
備
え
た
人
材
の
育
成
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、M

aster of H
ealth and M

edical Law

の
課
程
を
設
け
、
修
士
課
程
の
学
生
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と
医
学
・
保
健
学
専
攻
の
学
生
を
対
象
と
し
て
、
専
門
家
養
成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
。JD

課
程
の
学
生
も
、
選
択
科
目

と
し
てM

aster of H
ealth and M

edical Law

の
科
目
か
ら
一
科
目
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

法
曹
養
成
と
は
異
な
る
が
、
い
く
つ
か
の
大
学
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
エ
リ
ー
ト
の
養
成
の
た
め
に
経
営
学
と
法
学
の
コ
ー
ス
を
組
み
合

わ
せ
て
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
投
資
や
海
外
拠
点
形
成
を
行
う
専
門
人
材
も
ま
た
法
学
と
合
わ
せ
て
経
営
学
や

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
理
論
、
税
務
会
計
な
ど
法
曹
と
は
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、
モ
ナ
シ
ュ
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
はBusiness Law

 and T
axation

の
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
契
約

法
、
取
引
実
務
、
労
働
法
、
消
費
者
法
な
ど
の
科
目
が
体
系
的
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
専
攻
の
学
生
がJD

課
程
の
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
に
入
っ
て
法
曹
と
な
る
こ
と
も
多
い
。

　

二
─
二
─
四　

メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
モ
デ
ル

　

メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
は
、
二
〇
〇
八
年
に
大
学
院
コ
ー
ス
に
重
点
化
し
た
、
全
学
的
な
新
し
い
大
学
モ
デ
ル
を
創
設
し
た
。
日
本
の
大

学
院
重
点
化
と
同
様
に
、
教
員
組
織
を
基
本
的
に
大
学
院
に
置
き
、
教
育
課
程
も
大
学
院
で
の
研
究
に
重
き
を
置
い
た
構
成
へ
と
、
大

幅
な
組
み
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
世
界
各
国
の
大
学
の
学
部
課
程
で
優
秀
な
成
績
を
上
げ
た
学
生
を
集
め
て
、
高
度
な
研
究
教
育
を

行
う
と
い
う
の
が
改
革
の
基
本
理
念
で
あ
る
。
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
は
、
法
学
課
程
に
関
し
て
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
初
の
大
学
と
し
て
、

大
学
院
に
特
化
し
た
三
年
制
のJD

課
程
を
一
九
九
九
年
に
設
置
し
て
い
る
が
、
従
来
の
四
年
制
の
法
学
部
学
生
受
入
を
二
〇
〇
八
年

に
廃
止
し
（
最
後
のLL.B

の
学
生
は
二
〇
一
二
年
に
卒
業
し
た
）、
こ
れ
と
同
時
に
、
教
育
組
織
を
現
行
のJD

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
改

組
し
た
。
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
法
律
を
学
び
た
い
と
思
う
学
生
は
、
他
学
部
な
い
し
他
大
学
で
学
士
号
を
取
得
し
た
う
え
で
、
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
のJD

課
程
に
進
学
し
、
原
則
三
年
間
の
修
学
を
経
てJD

の
学
位
を
取
得
す
る
。JD

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
学
生
は
、
既
に
何
ら

（
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か
の
学
士
号
を
取
得
し
て
い
る
た
め
、
必
然
に
学
際
的
で
あ
り
、
ま
た
高
度
の
専
門
性
を
備
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
諸
外
国
の
国
際
法
曹
を
養
成
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
実
際
、

ア
ジ
ア
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
圏
、
と
り
わ
け
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港
の
多
く
の
学
生
が
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
学
し
て
お

り
、
同
校
は
グ
ロ
ー
バ
ル
志
向
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
る
。

　

メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
モ
デ
ル
は
徐
々
に
拡
が
っ
て
き
て
お
り
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
学
も
ま
た
法
学
部
を
廃
止
し
てJD

課
程
に
特

化
し
た
法
学
教
育
を
行
う
に
至
っ
て
い
る
。

結
び
に
代
え
て
─
─
日
本
の
法
学
教
育
へ
の
示
唆

　

こ
こ
ま
で
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
法
曹
養
成
制
度
を
基
本
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
で
の
法
学
教
育
と
法
曹
養
成
の
あ
り

方
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
、
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
と
法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
法
学
教
育
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
か
、
そ
の
際
に
応
え
る
べ
き
課
題
は
何
か
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
く
の
か
に

つ
い
て
紹
介
し
た
。
以
下
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
改
革
か
ら
得
ら
れ
る
日
本
の
法
学
教
育
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
述
べ
て

結
び
に
代
え
た
い
。

　

日
本
の
大
学
の
法
学
教
育
も
大
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
、
と
り
わ
け
少
子
化
に
伴
う
学
生
数
の
減
少
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
そ
し

て
よ
り
実
用
志
向
の
教
育
を
求
め
る
圧
力
に
晒
さ
れ
て
き
て
い
る
。
日
本
で
は
、「
弁
護
士
は
訴
訟
を
す
る
も
の
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
、
法
曹
に
対
す
る
役
割
期
待
の
変
化
は
必
ず
し
も
大
き
い
と
は
言
え
な
い
が
、
最
近
急
増
し
て
い
る
組
織
内
弁
護
士
に
対
す
る

役
割
期
待
は
、
予
防
法
務
、
戦
略
法
務
、
危
機
管
理
へ
と
大
き
く
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
弁
護
士
に
な
ら
な
く
て
も
企
業

（
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）

（
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）
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法
務
員
と
な
る
法
学
部
卒
業
生
、
法
科
大
学
院
修
了
生
は
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
に
お
け
る
法
学
教
育
改
革
、

特
に
実
務
志
向
の
先
端
科
目
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
科
目
開
発
か
ら
は
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。

　

他
方
、
日
本
の
大
学
の
法
学
教
育
に
と
り
わ
け
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
で
あ
る
。
学
部
レ
ベ
ル

で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
法
務
を
志
向
し
た
科
目
群
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
法
科
大
学
院
で
グ
ロ
ー
バ

ル
化
対
応
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
「
法
科
大
学
院
公
的
支
援
見
直
し
強
化
・
加
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
一
環
と
し
て
ご
く
一
部
の
学
生
を
対
象

に
実
施
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
学
部
教
育
の
レ
ベ
ル
で
は
、
交
換
留
学
な
ど
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
、
海
外
か
ら
の
受
入
学

生
も
そ
れ
な
り
の
人
数
と
な
っ
て
い
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
と
は
一
桁
ほ
ど
受
入
割
合
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。
海
外
学
生
の

受
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
国
際
法
務
志
向
の
科
目
設
定
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
は
多
い
と
理
解
さ
れ
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
法
学
課
程
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
教
育
、
演
習
科
目
の
力
の
入
れ
方
に
も
学
ぶ
と

こ
ろ
が
多
い
。
実
際
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
で
は
、
半
数
近
く
の
学
生
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
参
加
し
、
ま
た
リ
ー
ガ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
て
い
る
と
聞
く
。
こ
れ
を
支
え
る
に
は
、
受

け
入
れ
先
企
業
や
ス
ポ
ン
サ
ー
と
の
協
力
関
係
構
築
な
ど
、
大
変
な
努
力
が
必
要
と
な
る
。
多
く
の
大
学
は
全
学
的
な
取
り
組
み
と
し

て
、
あ
る
い
は
複
数
大
学
で
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
作
っ
て
、
こ
れ
に
対
処
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
大
学
で
も
、
上
智
大
学
を

中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
大
学
対
抗
交
渉
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
な
ど
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

ま
だ
ま
だ
学
生
の
ご
く
一
部
し
か
参
加
し
て
い
な
い
。

　

日
本
で
も
、
学
際
融
合
教
育
に
つ
い
て
は
、
医
事
法
や
知
的
財
産
法
な
ど
を
中
心
に
注
目
す
べ
き
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
、
経
済
界
が
求
め
る
学
際
融
合
教
育
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
だ
け
の
教
育
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
53
）

（
54
）

（
55
）



（阪大法学）66（3・4-74）　530 〔2016.11〕

　

日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
、
法
曹
養
成
教
育
は
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
大
き
く
異
な
り
、
ま
た
法
曹
に
期
待
さ
れ
る
役

割
も
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
法
学
部
・
法
科
大
学
院
に
期
待
さ
れ
る
社
会
的
役
割
も
異
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
の
法

学
教
育
も
同
じ
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
互
に
学
び
合
う
点
は
多
い
。
日
本
の
法
学
教
育
も
ま
た

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
学
教
育
改
革
の
試
み
か
ら
真
摯
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
、
一
般
的
な
法
曹
資
格
と
し
て
のSolicitor

の
資
格
と
、
法
廷
弁
護
士
と
し
て
のBarrister

の
資
格
が
あ
る
。
法
曹
資
格
取
得
要
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

二
〇
〇
七
年
以
前
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
養
成
教
育
に
関
し
て
は
、
ス
テ
イ
シ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ル
著
／
福
井
康
太
監
訳
「
メ
ル
ボ
ル
ン

大
学
法
学
部
卒
業
生
の
職
業
選
択
と
法
曹
資
格
取
得
に
関
す
る
規
則
─
転
職
お
よ
び
職
業
選
択
に
お
け
る
決
定
要
因
─
」（
阪
大
法
学
五
七
巻
三

号
、
二
〇
〇
七
年
九
月
、
四
七
三
─
五
一
五
頁
）
を
参
照
。
本
稿
は
、
そ
の
後
一
〇
年
間
に
起
こ
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
曹
養
成
教
育
の
重
要

な
変
化
・
展
開
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
（Com

m
onw

ealth of A
ustralia

）
は
、
元
々
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
り
、
当
初
は
英
国
法
が
そ
の
ま
ま
適
用

さ
れ
て
き
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
の
成
立
はCom

m
onw

ealth of A
ustralia Constitution

制
定
に
よ
る
。Com

m
onw

ealth of A
us-

tralia Constitution A
ct

は
、
一
九
〇
〇
年
に
英
国
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。
同
法
草
案
は
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
に
か

け
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
各
植
民
地
で
批
准
さ
れ
、
一
九
〇
〇
年
七
月
の
英
国
議
会
に
よ
る
制
定
後
、
一
九
〇
一
年
一
月
に
発
効
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
は
法
的
に
は
英
国
植
民
地
に
留
ま
り
、
英

国
議
会
の
立
法
の
影
響
を
受
け
続
け
、
こ
の
状
況
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
が
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
憲
章
（Statute of W

estm
inster 

1931

）
を
批
准
す
る
一
九
四
二
年
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
（H

igh Court of A
ustra-

lia

）
の
英
国Judicial Com

m
ittee of the Privy Council

へ
の
上
訴
制
度
が
残
り
続
け
る
が
、
こ
れ
もA

ustralia A
ct 1986

に
よ
っ
て
廃

止
さ
れ
、
こ
の
段
階
で
英
国
議
会
の
影
響
は
大
方
払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
で
も
、
英
国
最
高
裁
の
判
例
は
、
拘
束
力
は
な
い
が
説
得
力

は
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
な
お
現
在
で
も
英
国
王
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
の
元
首
で
あ
り
、
い
ま
だ
に
英
国
法
の
影
響
は
絶
大
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
で
は
、Legal Profession U

niform
 Law

（
同
法
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
で
は
、

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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Legal Profession U
niform

 Law
 A

pplication A
ct (V

ic) 2014 

にSchedule 1

と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル

ズ
州
で
は
、Legal Profession U

niform
 Law

 A
pplication A

ct (N
SW

) 2014

の
第
四
条
で
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
のLegal Profession 

U
niform

 Law
 A

pplication A
ct (V

ic) 2014

のSchedule 1

の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
）
に
よ
り
法
曹
資
格
取
得
要
件
が
統
一
さ
れ
て
い

る
。See the Legal Profession U

niform
 Law

 (N
SW

) 2015

：http://w
w

w
.legislation.nsw

.gov.au/m
aintop/view

/inforce/
act+16a+2014+cd+0+N

 (last access on July 20, 2016). A
lso see the Legal Profession U

niform
 Law

 (V
ic) 2014

：http://
w

w
w

.legislation.vic.gov.au/dom
ino/W

eb_N
otes/LD

M
S/LT

O
bject_Store/ltobjst9.nsf/D

D
E300B846EED

9C7CA
257616000 

A
3571/E737D

364A
FD

F26E5CA
257E2F00139C2B/$FILE/14-17aa003%

20authorised.pdf (last access on July 20, 2016).

二
〇
一
五
年
以
前
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
法
曹
資
格
取
得
要
件
に
つ
い
てLegal Profession (A

dm
ission) R

ules (V
ic) 2008

が
規

律
し
て
い
た
。

Legal Service Council
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
曹
制
度
の
統
一
を
図
る
委
員
会
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ

州
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
二
州
の
み
こ
れ
に
加
盟
し
て
い
る
。Legal Service Council

：http://w
w

w
.legalservicescouncil.org.au/

Pages/about-us/about-us.aspx (last access on February 6, 2016).
Legal Profession U

niform
 Law
の
第
四
一
九
条
は
、Legal Service Council

にU
niform

 Rule

の
制
定
を
許
可
し
て
い
る
。Legal 

P
rofession U

niform
 A

dm
ission R

ules (V
IC

) 2015

：http://w
w

w
.legislation.vic.gov.au/dom

ino/W
eb_N

otes/LD
M

S/
LT

O
bject_Store/ltobjst9.nsf/D

D
E300B846EED

9C7CA
257616000A

3571/E737D
364A

FD
F26E5CA

257E2F00139C2B/$FI
LE/14-17aa003%

20authorised.pdf/ (last access on M
arch 11, 2016).

こ
の
他
に
も
、
例
え
ば
「
人
物
に
関
す
る
宣
誓
書
」
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
。See, the Legal Profession U

niform
 A

dm
ission 

R
ules (V

IC) 2015, op. cit.

（
註
7
）, Part 3, Rule 16.

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
でV

ictorian Legal A
dm

ission Board
に
法
学
課
程
（LL.B

課
程
も
し
く
はJD

課
程
）
の
提
供
の
許
可
を
受
け
て

い
る
の
は
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
、
モ
ナ
シ
ュ
大
学
、
ラ
ト
ロ
ー
ブ
大
学
、RM

IT

大
学
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
大
学
、
デ
ィ
ー
キ
ン
大
学
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
、
ス
ウ
ィ
ン
バ
ン
工
科
大
学
の
八
大
学
で
あ
る
。LL.B

課
程
は
原
則
と
し
て
四
年
制
（
既
に
他
の
学
位
を
取
得
し

て
い
る
場
合
は
三
年
制
）
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
大
学
の
法
学
課
程
はLL.B

課
程
中
心
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
同
州
ト
ッ
プ
校
の
メ
ル
ボ
ル
ン

大
学
は
三
年
制
のJD

課
程
に
特
化
し
た
法
学
課
程
の
み
有
し
、LL.B

課
程
を
廃
止
し
て
い
る
。
ま
た
、RM

IT

大
学
もJD

課
程
の
み
有
し
て

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
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）

（
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）
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い
る
。See, the w

ebpage of A
dm

ission Requirem
ents of the V

ictorian Legal A
dm

issions Board

：http://w
w

w
.law

adm
issio

ns.vic.gov.au/hom
e/adm

ission+requirem
ents/ (last access on February 7, 2016).

Legal Profession U
niform

 A
dm

ission R
ules (V

ic) 2015, op. cit.

（
註
7
）, Schedule 1, Part 2, A

cadem
ic areas of know

l-
edge.

前
掲
（
註
2
）
ス
テ
ィ
ー
ル
・
福
井
四
七
六
─
四
七
九
頁
を
参
照
。

See, the w
ebpage of articles of clerkship in the Legal Practice Board of W

estern A
ustralia

：https://w
w

w
.lpbw

a.org.
au/Becom

ing-A
-Law

yer/A
rticles-of-Clerkship (last access February 7, 2016).

こ
こ
に
言
う
三
つ
のPLT

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と
は
、
レ
オ
・
カ
ッ
セ
ン
研
修
所
、
モ
ナ
シ
ュ
大
学
、
そ
し
て
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ロ
ー
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
モ
ナ
シ
ュ
大
学
は
現
在PLT

コ
ー
ス
を
実
施
し
て
い
な
い
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
のPLT

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
で
研
修
を
受
け
ら

れ
な
い
法
学
課
程
修
了
生
は
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
を
は
じ
め
と
す
る
他
州
の
研
修
機
関
でPLT

を
履
修
す
る
こ
と
に
な
る
。See, 

the w
ebpage of A

dm
ission Requirem

ents of the V
ictorian Legal A

dm
issions Board, op. cit.

（
註
9
）.

See, the w
ebpage of PLT

 at the Law
 Institute of V

ictoria

：http://w
w

w
.liv.asn.au/for-law

yers/careers-centre/adm
issi

on-to-practice/practical-legal-training (last access on February 7, 2016).

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
最
大
手
のPLT

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
は
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ロ
ー
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
は
、
二
〇
一

三
年
にPLT

コ
ー
ス
を
受
講
し
た
二
七
〇
五
名
の
う
ち
二
六
一
一
名
が
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ロ
ー
の
課
程
を
受
講
し
て
い
る
。See, the w

eb-
page of Law

 Society of N
ew

 South W
ales, Future Prospects of Law

 G
raduates: R

eport and R
ecom

m
endations (PD

F), T
able 

4 (p. 14) 

“Practical Legal T
raining Courses in N

SW
”：http://w

w
w

.law
society.com

.au/cs/groups/public/docum
ents/interne

tcontent/980877.pdf (last access February 7, 2016). College of Law

：http://w
w

w
.collaw

.edu.au/ (last access on February 7, 
2016).https://w

w
w

.vicbar.com
.au/about-us/how

-to-becom
e-a-barrister/victorian-bar-entrance-exam

 (last access on A
ugust 

25, 2016).

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
法
廷
弁
護
士
資
格
取
得
に
つ
い
て
：https://w

w
w

.vicbar.com
.au/about-us/how

-to-becom
e-a-barrister (last 

access on February 7, 2016).

（
10
）
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こ
の
点
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の
取
扱
い
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
：https://w

w
w

.law
society.com

.au/
ForSolictors/practisinglaw

innsw
/becom

ingasolicitor/adm
ission/index.htm

 (last access on A
ugust 25, 2016).

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

州
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
：http://w

w
w

.liv.asn.au/For-Law
yers/Com

pliance/Steps-to-Q
ualified-

Practice/Interstate-legal-practitioners (last access on A
ugust 25, 2016).

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の
取
扱
い
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
：https://w

w
w

.law
society.com

.au/
ForSolictors/practisinglaw

innsw
/yourpractisingcertificate/interstatepractitioners/index.htm

 (last access on A
ugust 25, 

2016).

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
取
扱
い
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
：http://lsbc.vic.gov.au/?page_id=216 (last access on A

ugust 
25, 2016).

Law
 A

dm
issions Consultative Com

m
ittee, U

niform
 Principles for A

ssessing Q
ualifications of O

verseas A
pplicants for 

A
dm

ission to the A
ustralian L

egal P
rofession, p.3. A

vailable at: http://assets.justice.vic.gov.au/councillegal/
resources/4fa34316-4d6b-41f2-93a5-3bd1c4aa83a1/uniform

+principles+august+2015.pdf (last access on M
ay 18, 2016).

T
rans-T

asm
an M

utual R
ecognition A

ct 1997 (Cth).

例
え
ば
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
外
国
法
曹
認
証
要
件
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
：http://assets.justice.vic.gov.au//councille

gal/resources/e2fe6369-034d-410d-a47a-4837f31479cd/interim
+procedures+for+overseas+adm

issions+for+release.pdf (last 
access on A

ugust 23, 2016), http://assets.justice.vic.gov.au//councillegal/resources/6d0a22e3-25aa-4a4b-9d9f-e2d9fd72a609/
no.+7+of+2016+conditional+adm

ission.pdf (Rule 10) (last access on A
ugust 23, 2016).

ま
た
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
の
法

曹
認
証
要
件
に
つ
い
て
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
：http://w

w
w

.legislation.nsw
.gov.au/m

aintop/view
/inforce/

act+16a+2014+cd+0+N

　

(Section 20) (last access on A
ugust 23, 2016).

さ
ら
に
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
法
曹
認
証
要
件
に
つ
い
て

は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
：http://w

w
w

.courts.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/449651/adm
issions-guidelines-

3of2015.pdf (last access on A
ugust 23, 2016).

ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
で
法
学
課
程
を
有
し
て
い
る
大
学
は
、
シ
ド
ニ
ー
大
学
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
大
学
、
マ
ッ
コ
ー

リ
ー
大
学
、
シ
ド
ニ
ー
工
科
大
学
、
ウ
ロ
ン
ゴ
ン
大
学
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
大
学
、
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス
大
学
、
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
大
学
、
ウ

ェ
ス
タ
ン
シ
ド
ニ
ー
大
学
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
学
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
、T

op Education Institute

大
学
の
一
二
大
学
で

（
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あ
る
。
い
ず
れ
もLL.B

課
程
が
中
心
で
あ
り
、JD

課
程
を
優
先
し
てLL.B

課
程
を
廃
止
し
た
大
学
は
な
い
。See, Future Prospects of 

Law
 G

raduates: R
eport and R

ecom
m

endations, op. cit.

（
註
15
）, T

able 2 (p. 12) 

“Accredited Law
 D

egrees in N
SW

”.
See, Future Prospects of Law

 G
raduates: R

eport and R
ecom

m
endations, op. cit.

（
註
15
）, T

able 3 (p. 13) 

“Num
ber of 

Graduates Em
erging from

 U
niversities in N

SW

” and T
able 5 (p. 14) 

“Adm
ission of Law

yers in N
SW

”.
See, Future Prospects of Law

 G
raduates: R

eport and R
ecom

m
endations, op. cit.

（
註
15
）, T

able 8 (p. 16).
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
五
大
事
務
所
の
一
つ
で
あ
る
ク
レ
イ
ト
ン
ユ
ッ
ツ
法
律
事
務
所
の
取
り
扱
い
業
務
を
参
照
：http://w

w
w

.
claytonutz.com

/area_of_law
/expertise.page (last access on Septem

ber 14, 2016).

労
働
法
分
野
で
も
、
外
国
労
働
者
の
取
り
扱
い
な
ど
の
問
題
が
増
え
、
ま
た
家
族
法
分
野
で
も
、
多
国
間
の
相
続
問
題
や
監
護
権
、
子
の
引

き
渡
し
な
ど
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
問
題
が
増
え
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
総
人
口
は
約
二
三
〇
〇
万
人
だ
が
、
二
〇
一
五
年
四
月
現
在
の
法
曹
（Solicitor

）
数
は
六
六
二
一
一
名
で
あ
る
。
日

本
の
総
人
口
が
約
一
億
二
〇
〇
〇
万
人
な
の
に
、
弁
護
士
数
が
二
〇
一
六
年
二
月
現
在
で
三
七
七
〇
四
名
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
弁
護
士

間
の
競
争
の
激
し
さ
は
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。See, the page of 

“Size of the Profession and Gender

” in the 2014 Law
 Society 

N
ational Profile: Final R

eport, A
pril 2015 (p. 2). It is available at

：http://w
w

w
.law

society.com
.au/cs/groups/public/

docum
ents/internetcontent/1005660.pdf (last access on Septem

ber 14, 2016).

大
学
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
受
け
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
三
九
の
主
要
大
学
が
加
盟
す
るU

niversities A
ustralia

が
策
定
し
た

ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
し
てA

 sm
arter A

ustralia: an agenda for A
ustralian higher education 2013-2016

を
参
照
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
文
化
多
元
主
義
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
：https://w

w
w

.dss.gov.au/our-responsibilities/settlem
ent-and-

m
ulticultural-affairs/program

s-policy/a-m
ulticultural-australia/national-agenda-for-a-m

ulticultural-australia/w
hat-is-m

ulti-
culturalism

 (last access on Septem
ber 14, 2016).

http://careers.unim
elb.edu.au/em

ployers/student_statistics (last access on Septem
ber 14, 2016).

た
だ
し
、
こ
の
情
報
に

よ
る
と
、
他
の
学
部
に
比
べ
、
法
学
専
攻
の
留
学
生
の
割
合
は
少
な
い
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
法
学
課
程
の
入
学
条
件
（
英
語

力
テ
ス
ト
、
既
習
の
学
部
の
成
績
、Law

 School A
dm

ission T
est

）
が
ほ
か
の
課
程
に
比
べ
厳
し
い
か
ら
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
な
お
、

留
学
生
の
出
身
国
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
課
程
別
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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https://w
w

w
.tim

eshighereducation.com
/w

orld-university-rankings (last access on Septem
ber 14, 2016).

http://w
w

w
.topuniversities.com

/university-rankings (last access on February 9, 2016).
See, the D

epartm
ent of Industry, Innovation and Science, A

ustralian Innovation System
 R

eport 2015. A
vailable at

：

http://w
w

w
.industry.gov.au/O

ffice-of-the-Chief-Econom
ist/Publications/D

ocum
ents/A

ustralian-Innovation-System
/

A
ustralian-Innovation-System

-Report-2015.pdf (last access on Septem
ber 14, 2016).

例
え
ば
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
の
戦
略
的
プ
ラ
ン
と
し
て
：R

esearch at M
elbourne: E

nsuring excellence and im
pact to 2025

を
参

照
。A

vailable at
：http://research.unim

elb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1665722/M
elbU

niResearchV
ision_A

pr2013.
pdf (last access on Septem

ber 14, 2016).
See, Leon W

olff, Litigiousness in A
ustralia: Lessons from

 Com
parative Law

, D
eakin Law

 R
eview

, V
ol. 18, N

o.2 (2013) 
pp. 271-289.

See, M
argaret T

hornton, T
he new

 know
ledge econom

y and the transform
ation of the law

 discipline, in International 
Journal of the Legal Profession, V

ol 19 N
o. 2-3 (2012) pp. 265-281.

https://handbook.unim
elb.edu.au/view

/current/M
C-JU

RISD
 (last access on Septem

ber 14, 2016)

（
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
の

選
択
科
目
の
リ
ス
ト
）.

同
様
に
、
他
の
大
学
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
科
目
を
設
定
し
て
い
る
所
が
多
い
。
例
え
ば
、
ラ
ト
ロ
ー
ブ
大
学

で
は
、Global Business Law

コ
ー
ス
を
大
学
院
に
設
け
、
法
学
部
生
、
同
卒
業
生
、
他
学
部
卒
業
生
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
科
目
を

提
供
し
て
い
る
。http://w

w
w

.latrobe.edu.au/courses/global-business-law
/postgraduate (last accessed on Septem

ber 14, 
2016).既

に
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ
の
参
加
が
単
位
化
さ
れ
て
い
る
大
学
も
い
く
つ
か
あ
る
。
デ
ィ
ー
キ
ン
大
学
（http://w

w
w

.deakin.edu.
au/law

/students/legal-internship [last access on Septem
ber 14, 2016]

）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
（http://program

sand
courses.anu.edu.au/course/LA

W
S4230 [last access on Septem

ber 14, 2016]

）、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
学
（http://w

w
w

.law
.

uw
a.edu.au/students/legal-qualifying-degree/internships/legal-internships [last access on Septem

ber 14, 2016]

）
が
そ
の
例
で

あ
る
。例

え
ば
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
：http://law

.unim
elb.edu.au/students/jd/
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enrichm
ent/pili/subjects/legal-internship (last access on Septem

ber 14, 2016).
http://program

sandcourses.anu.edu.au/course/LA
W

S4230 (last access on Septem
ber 14, 2016).

http://w
w

w
.m

onash.edu/law
/about-us/legal/cle　

(

モ
ナ
シ
ュ
大
学
法
学
部
の
臨
床
法
務
教
育
に
つ
い
てlast access on Sep-

tem
ber 14, 2016), http://w

w
w

.m
onash.edu/law

/about-us/legal/cle/juris-doctor-units

（
モ
ナ
ッ
シ
ュ
大
学
に
お
け
る
臨
床
法
務
教

育
の
単
位
化
に
関
し
てlast access on Septem

ber 14, 2016

）.
例
え
ば
、M

ooting

（
討
議
）
の
単
位
は
、
既
に
多
く
の
大
学
で
提
供
さ
れ
て
い
る
。（
例
え
ば
、
タ
ス
マ
ニ
ア
大
学
（http://w

w
w

.utas.
edu.au/courses/law

/units/law
455-m

ooting [last access on Septem
ber 14, 2016]

）、
シ
ド
ニ
ー
大
学
（http://sydney.edu.au/

courses/uos/LA
W

S5189 [last access on Septem
ber 14, 2016]

）、
カ
ー
テ
ン
大
学
（http://handbook.curtin.edu.au/units/31/

317564.htm
l

）。
ま
た
、M

oot

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
が
単
位
化
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
のJessup M

oot

（https://
handbook.unim

elb.edu.au/view
/2016/LA

W
S50042 [last access on Septem

ber 14, 2016]

）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の

International A
rbitration and N

egotiation M
oot Com

petition in Japan

（http://program
sandcourses.anu.edu.au/course/

LA
W

S4266 [last access on Septem
ber 14, 2016]

）、Jessup M
oot

（http://program
sandcourses.anu.edu.au/course/

LA
W

S4010 [last access on Septem
ber 14, 2016]

）
等
が
あ
る
。）

例
え
ば
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
で
は
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
法
学
学
生
協
会
（M

elbourne U
niversity Law

 Studentsʼ Society

）
の
主
催

で
毎
年
大
学
対
抗
の
模
擬
裁
判
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
大
学
も
こ
の
大
会
へ
の
参
加
を
推
奨
し
て
い
る
。http://m

ulss.com
/

com
petitions/com

petitions_overview
 (last access on Septem

ber 14, 2016).

複
数
専
攻
の
呼
称
に
つ
い
て
はD

ouble D
egree

の
他
に
、D

ouble M
ajor

やD
ual D

egree

、D
ual M

ajor

と
い
っ
た
用
語
が
用
い
ら

れ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
一
般
的
に
はD

ouble D
egree

と
呼
ば
れ
る
。

例
え
ば
、
ラ
ト
ロ
ー
ブ
大
学
法
学
部
のD

ouble D
egree Program

に
つ
い
て
：http://w

w
w

.latrobe.edu.au/law
/double-degrees 

(last access on Septem
ber 14, 2016).

See, the H
ealth and M

edical Law
 page at the w

ebsite of the M
elbourne Law

 School

：http://law
.unim

elb.edu.au/
study/m

asters/specialist-legal-areas/health-and-m
edical-law

　

(last access on Septem
ber 14, 2016).

See, the Business Law
 and T

axation page at the w
ebsite of M

onash Business School

：http://business.m
onash.edu/
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program
s/undergraduate-program

s/study-areas/business-law
-and-taxation (last access on Septem

ber 14, 2016).
http://law

.unim
elb.edu.au/about/history/expansion (last access on Septem

ber 14, 2016).
See, the page of the M

elbourne JD
 at the w

ebsite of M
elbourne Law

 School

：http://law
.unim

elb.edu.au/study/jd (last 
access on Septem

ber 14, 2016).
See, the page of Juris D

octor at the w
ebsite of the Faculty of Law

 of U
niversity of W

estern A
ustralia

： http://w
w

w
.

law
.uw

a.edu.au/courses/juris-doctor-jd (last access on Septem
ber 14, 2016).

日
本
組
織
内
弁
護
士
協
会
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
六
月
現
在
の
企
業
内
弁
護
士
の
数
は
一
七
〇
七
名
で
あ
る
：http://jila.jp/pdf/

transition.pdf (last access on Septem
ber 14, 2016).

国
際
化
に
対
応
す
る
加
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
（PD

F

）：http://w
w

w
.m

ext.go.jp/com
ponent/a_m

enu/education/m
icro_detail/__

icsFiles/afieldfile/2016/02/02/1366487_04.pdf (last access on Septem
ber 14, 2016).

例
え
ば
、
二
〇
一
六
年
五
月
現
在
の
大
阪
大
学
法
学
部
・
大
学
院
法
学
研
究
科
の
留
学
生
数
は
八
三
名
（
う
ち
国
費
留
学
一
九
名
）
で
あ

る
：http://w

w
w

.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/data/international.htm
l (last access on Septem

ber 14, 2016).

大
学
対
抗
交
渉
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
：http://w

w
w

.negocom
.jp/ (last access on Septem

ber 14, 2016).
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